
1.時間外労働の義務とその根拠

　労働契約では、原則として、所定労働時間にお

いて、使用者の指揮命令下に置かれることで、労

務提供を行うことが契約上の労働者の義務であり、

労働者はそれ以上の義務を負担するものではあり

ません。したがって、所定労働時間を超えて働く

ことは、契約上の義務から当然に生じるわけでは

ありません。

　他方で、使用者は、その業務上の必要性から、

労働者に対して時間外労働を命じることがありま

す。時間外労働命令の根拠は、労働契約またはそ

れに組み込まれた就業規則や労働協約に基づき、

使用者に与えられる指揮命令権または業務命令権

が根拠とされ（日立製作所武蔵工場事件　最高裁

一小　平 3.11.28判決）、一般的には就業規則に定

められていることが多いでしょう。

　したがって、原則として、労働者は、使用者か

ら具体的な指揮命令がない限りは、時間外労働を

行う義務が生じるものではありません。それにも

かかわらず、使用者が目指している時間外労働の

削減とは異なる結果が生じるのはなぜでしょうか。

　厚生労働省が定める「労働時間の適正な把握の

ために使用者が講ずべき措置に関するガイドライ

ン」（平29. 1.20。以下、適正把握ガイドライン）

においては、時間外労働命令について、明示の業

務命令のみならず、黙
もく

示
じ

の業務命令も含めて、「労

働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれ

を余儀なくされていた等の状況の有無等から、個

別具体的に判断されるもの」とされています。し

たがって、使用者から与えられた業務を行うこと

が余儀なくされていた状況がある場合には、使用

者の明示的な命令がなくとも、時間外労働を行う

必要があったと考えられています。そのため、使

用者が明示的に時間外労働を命じていないにもか

かわらず、時間外労働を行う労働者が現れてくる

ことになります。

人 事 管 理 関 係

時間外労働が45時間を超えた社員に 
始末書を提出させることは問題か
　当社では時間外労働の削減に取り組んでいるものの、社員によっては月の時間外労働時間が45時間を超
えるケースもあります。その予防策として、時間外労働時間が45時間を超えた社員には始末書の提出を命
じ、改善策を提示させることを徹底したいと考えていますが、こうした対応は問題でしょうか。
� （東京都　Ｎ社）

時間外労働を禁止するのみならず、時間外労働が生じる原因を把握するために、懲戒処分以外の方法で改
善策を提示させることはできる。時間外労働の原因を除去した上で残業を禁止したにもかかわらず、繰り
返し45時間を超過する時間外労働をした場合には、懲戒処分を行うことも可能
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2.時間外労働を禁止する業務命令の意義

　労使協定が定める時間外労働の上限でもある45

時間以上の時間外労働を単純に禁止すれば、それ

以上の労務提供の受領を拒絶できるかというと、

そういうわけではありません。むしろ、適正把握

ガイドラインにおいては、時間外労働の削減のた

めの社内通達等が「労働時間の適正な申告を阻害

する要因となっていないかについて確認すること」

や、「実際には延長することができる時間数を超え

て労働しているにもかかわらず、記録上これを守っ

ているようにすることが、実際に労働時間を管理

する者や労働者等において、慣習的に行われてい

ないかについても確認すること」が求められてい

るように、45時間以上の時間外労働を禁止さえす

れば、労使協定を遵守できるわけではありません。

　どのような措置が使用者に求められているかを

検討するに当たって、時間外労働を禁止したとき

に、時間外割増賃金の支払い義務を免れるか否か

が争点となった事件（神代学園ミューズ音楽院事

件　東京高裁　平17. 3.30判決）が参考になりま

す。

　同事件においては、「使用者の明示の残業禁止の

業務命令に反して、労働者が時間外又は深夜にわ

たり業務を行ったとしても、これを賃金算定の対

象となる労働時間と解することはできない」と判

断しており、その判断の考慮要素として、「残務が

ある場合には役職者に引き継ぐことを命じ、この

命令を徹底していた」という点を挙げています。

3.始末書の提出の是非

　適正把握ガイドラインやこのような裁判例を踏

まえると、45時間を超える時間外労働をしている

労働者がいる場合に、まず、時間外労働を余儀な

くされている理由として、どのような事情がある

のかを確認することが重要でしょう。この点、労

働者に不利益が生じ得るような懲戒処分に伴う始

末書ではなく、労働時間の適正把握のために改善

策を提示させること自体は、業務命令として実施

することが可能と考えられます。

　使用者としては、把握した原因に応じて、例え

ば、時間外労働が必要な業務がある場合には役職

者に引き継ぐことを命じる、もしくは誰に引き継

いでも問題がない業務であれば、役職者に限らず

時間外労働が45時間を超えていない労働者に引き

継ぐことを命じるといった措置をとっておくこと

で、時間外労働を禁止することが初めて可能にな

ると考えられます。このような措置をとることな

く時間外労働を禁じたとしても、その時間外労働

の発生は、当該労働者の責任とはいえず、むしろ

適正な労働時間の把握とその管理を義務づけられ

ている使用者の責任によって生じたものであり、

懲戒処分を行ったとしても懲戒権の濫用と評価さ

れてしまい、有効な処分を実施できないものと考

えられます。

　ただし、懲戒処分が可能な状況を整えたとして

も、当該時間外労働禁止命令の違反原因が、必ず

しも労働者だけの責任ではなく、業務配分の問題

が重なり合うこともあると考えられることからす

ると、45時間を超過する時間外労働の禁止を命じ

られていたにもかかわらず、繰り返し45時間を超

過する時間外労働を行っていたような場合ではな

い限り、当該労働者への注意や指導とともに違反

の原因を正確に把握しつつ、使用者側の責任を果

たしてから懲戒処分の実施を検討することが適切

でしょう。
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